
第９回佐久市地域公共交通確保維持改善協議会 兼 

 第４回佐久市地域公共交通会議 会議次第 

 

日時：平成２４年３月９日（金） 

                          午後２時００分～ 

場所：佐久消防署 ３階講堂 

 

 

１ 開 会 

 

 

  ２ あいさつ 

 

 

  ３ 地域公共交通会議会議事項 

   （１）報告事項 

①廃止代替バス久保通線の一部経路の変更について  …資料 １ 

     ②市内巡回バス浅科線の停留所の新設について    …資料 ２ 

③その他                      

 

   （２）協議事項 

     ①望月小諸線及び山手線の廃止申し入れの対応について…資料 ３ 

 

  ４ 地域公共交通確保維持改善協議会会議事項 

   （１）協議事項 

     ①佐久市生活交通ネットワーク計画（案）について  …資料 ４ 

     ②地域公共交通調査事業の事業評価について     …資料 ５ 

 

 

  ５ その他 

    今後のスケジュールについて 

 

 

  ６ 閉 会 









千曲バス運行路線「望月小諸線」「山手線」の廃止申し入れ 

に対する地区懇談会の状況等について 
 

○地区懇談会での説明 

 【説明要旨】 

・ 千曲バスから、生活交通ネットワーク計画に基づく運行が開始されるまでの間、 

平成２４年４月から両路線の土日祝日の運休と、望月小諸線の中原経由系統を 

廃止したいとの申し入れがされたこと。 

 

・ 利用者が少なく、バス事業者として採算が取れない路線であるが、市として、 

土日祝日の運行に財政負担をすることは、現在の利用状況等を踏まえると、費用 

対効果などから、困難であること。 

 

・ こうした状況を考慮すると、従前どおりの運行を千曲バスにお願いすることは、難

しいと考えるが、地区懇談会で状況等を説明し、出された意見・要望を同社に伝 

え、最終判断は、現在、運行している同社に委ねることとしたこと。 

  

  以上の内容で地区懇談会において説明。 

 

○地区懇談会での住民の反応 

  地区懇談会において、千曲バスの申し入れに対する意見・要望は特に出されな 

かった。 

 

○地区懇談会終了後の経過 

・ 地区懇談会では、千曲バスからの申し入れの内容に対する意見・要望は、特に 

出されなかった状況を千曲バスに報告。 

 

・ 千曲バスから、望月小諸線の中原経由系統を廃止する申請を国にする際に、 

添付書類として、市の同意書が必要となるため、早急に出してほしい旨の依頼がさ 

れる。 

 

・ 市として、同意書を出すには、地域公共交通会議で地区懇談会以降の状況を 

説明して、了解を得た上でなければ、できないことを千曲バスに回答。 

 

 

資料Ｎｏ．３ 
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「佐久市生活交通ネットワーク計画（案）」に関する地区懇談会の実施結果について 

 

【臼田地区（2/13）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

１ 臼田地区 要望であるが、Ｕ15 号線の道路整備、駅周辺整備に関連し、現在、駅

周辺の駐輪状況が悪いため自動車交通に支障をきたしている。道路整備

に伴う自宅敷地の残地を駐輪場に整備してもらってよい。 

 ご要望は、担当課にお伝えする。 

  ⇒都市計画課へ伝達済み 

２ 臼田地区 デマンドタクシーのイメージが分かりづらい。経路、停車場所につい

て具体的に教えて欲しい。 

 田口・青沼線、切原・臼田線のそれぞれを概ね 2 系統ずつの運行とし、市街地内では、現行の市内巡回バスの停留所

は維持し、市街地部以外では路線上に限りフリー乗降という形態で考えている。また、利用者が 1 人であれば路線上を

運行するのではなく、直接、目的地に向かう運行となる。 

 なお、具体的な内容については、今後、タクシー事業者との協議により決定していく。 

３ 臼田地区 市の財政負担が現状より高くなるのであれば、現状の巡回バスのまま

でも良いのではないか。 

 今回の試算では、バス事業者から廃止申し入れされた路線も、今後、市が財政負担し確保していくものとして含めて

いる。また、現在、距離制運賃となっている路線も不公平感の解消に向け、運賃を 200 円とすることによって、現状よ

り 160 万円の増加という結果となっている。 

 多くの方に乗っていただくと運賃収入が増え、その分市の財政負担は減る。市民アンケートでも、これ以上財政負担

は増やすべきではないという回答も多いため、できる限り財政負担は増やさない方向で再編していきたいと考えている。 

４ 臼田地区 青沼から佐久平へ行く場合はどのような利用形態となるのか。  デマンドタクシーで臼田駅、臼田支所などまで来て、ＪＲ小海線、佐久上田線、市内巡回バスの中央線などに乗り継

ぎ佐久平方面に向かう形態となる。 

 

【浅間地区（2/14）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

５ 浅間地区 望月地区でデマンドタクシーをやっており、新たに巡回バスの田口・

青沼線、切原・臼田線をデマンドタクシーにするとのことであるが、そ

れは乗合なのか、また時間が決まっているのか。200 円の収入と運行経

費の差額は市が負担するということか。 

 運行形態は基本的に望月地区と同様であり、事前に乗りたい場所を電話予約していただき、乗合での運行となる。決

められた路線と時間を運行するが、予約がない時は運行しないため、経費の削減になる。タクシー車両を乗合登録して

使用する。運賃は、廃止代替バスなどと同じ 200 円とし、運行経費との差額は市が負担する。 

６ 浅間地区 佐久御代田線はあまり利用されていない。今回、利用の尐ない田口・

青沼線、切原・臼田線をデマンドタクシーにすることはよいと思うが、

一方で、公共交通を利用するのは高齢者が多い点には配慮が必要だと思

う。利用が尐ない所は、利便性は保ちながら、状況によってはデマンド

タクシーにしていけばよいと思う。 

 デマンドタクシーと言っても、あくまで路線上の運行であり、決まった地区を運行するため、例えば望月から佐久病

院まで行くことはできないといったことはご理解いただきたい。今後も利用状況を見る中で、利用が尐ない路線はデマ

ンドタクシー化を検討していきたいと考えている。 

７ 浅間地区 地区内の 90 歳過ぎのお年寄りがバスを利用しているが、バス停が遠

くて不便と言っている。近くに設定することはできないか。 

 今回策定している本計画で大きな方向性が決まれば、今後、バス事業者等と協議してバス停についても検討していく。

バス停の設置要望等については、今後声を寄せていただければと思う。しかし、あくまでも公共交通であるため、デマ

ンドタクシーにも言えるが、戸口から戸口の送迎や、自宅近くのバス停といった要望全てには応えることはできないこ

ともご理解いただきたい。 

 バス停まで歩けないなどの場合、今回の計画とは別に、高齢者外出支援サービスなどの事業もあり、利用要件に該当

すれば利用していただけるため、そちらの活用もご検討いただければと思う。  

 

 

 

資料Ｎｏ.４－１ 
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【東地区（2/15）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

８ 東地区 佐久平駅から佐久市役所、中込駅の間、JR 小海線に並行して巡回バ

スや千曲バスの路線が数多く走っていると思うが、その必要性に関して

の検討は行っているのか。 

 上田から佐久平を通り佐久病院間を走っている佐久上田線、岩村田から望月を通り立科に走る中仙道線は、国の補助

対象路線となっており、国も基幹として見ている路線である。 

９ 東地区 小海線、千曲バス、市内巡回バスも利用者が尐ない状況にあるが、1

日 60 から 70 便も佐久平と佐久市役所間を走らせる必要があるのか。で

きれば、南北方向は、小海線や千曲バスなどの中央路線に担わせて、東

西方向は市内巡回バスを充実させ、東西方向の便数をピストン方式で増

やし、乗り換えの利便性を考えた連携が取れた運行とした方が良いので

はないか。そうすれば、バス 200 円、ＪＲも 200 円以内で市内は移動で

きるので、400 円かからずに市内を移動できることになる。 

 今回の計画は、白紙から作り上げる考え方もあったが、交通事業者との協議や現在利用されている方のほとんどが高

齢者、通学者という状況も踏まえ、現状を基本とした再編としている。 

 また、南北方向のＪＲ小海線やバス事業者が運行するバス路線は、事業者の計画のもと運行されており、直接的に市

が関与することは難しいが、接続については、調整を図っていきたい。 

 民間のバス路線を生かすため、現在もバス停の位置を変えるなどして重複することはないようにしている。東西の路

線については、利用者の行動パターンに合わせた本計画をもとに運行してみて、利用状況や地区からのご要望等も見る

中で、継続的に改善していきたいと考えている。   

10 東地区 曜日運行というのは地域住民にとっては良いが、観光客にとっては不

便であり、タクシーに頼らざるをえなくなる。結果、佐久の観光の魅力

ダウンにつながってしまうのではないか。 

観光客については、過去に一定期間、観光ルートを運行するバスも走らせたが、利用が非常に尐ないという結果だっ

た。こうしたことから、本計画では、市民の移動手段の確保を最優先としている。 

11 東地区 廃止代替バスについて、現行の便数より減尐しているところがほとん

どであるが、一方で、月水金曜日の運行便数を増やした根拠は何か。現

在の利用状況を見ての計画だとは思うが、月水金の便数を増やす必要が

あるのか。アンケートで月水金曜日の運行がいいという回答はなかった

と思う。この計画の根拠を伺いたい。 

 

 便数については、市民アンケート、利用状況調査の結果より、朝の通院、10 時台の買い物、12 時台の帰宅、14 時台

の外出、17 時台の帰宅という把握された行動パターンに即したものとしている。朝夕の通学便は従来通り確保し、その

他に日中 3 便走らせて、この行動パターンに合う 5 便を確保している。 

利用が尐ない路線は、場合によっては廃止などの判断もあると思う。しかし、交通弱者にとって必要な移動手段は確

保しなければいけないと考えており、曜日運行化によってご迷惑をおかけする点もあるが、いったんこの計画で運行さ

せていただきたい。今後、利用状況を見る中で、場合によってはデマンドタクシー化や運休なども必要になってくると

考えている。 

 曜日の設定については、現在、毎日運行していても利用が尐ない状況であるため、利用状況調査から把握された外出

頻度、それから費用対効果も踏まえ設定させていただいた。  

12 東地区 過去にバス事業者から市町村へ公共交通利用への要請があったが、市

役所の職員は利用がないということを聞いている。今後、行政が中心と

なって本当に利用を増やす考えがあるのか。 

職員の公共交通利用に関しては、現在、年 2 回のノーマイカーデーを実施しており、今後も、さらに公共交通の利用

を高めていきたいと考えている。 

13 東地区 利用している人は高齢者が多いので、曜日運行というのは間違えやす

いのではないかと思う。また、時刻表などもないので、困惑してしまう

のではないか。 

 時刻表については、実際の運行に向けて今後調整していく。路線図と合わせてできるだけ分かりやすいものを作成し、

各戸へ配布していきたいと考えている。運行前までに、こうした周知活動を実施していく。 

14 東地区 月・水・金の曜日設定についてであるが、浅間病院の診療曜日が決め

られており、特に、高齢者は内科、整形外科を利用する人が多いので配

慮していただきたい。 

 月・水・金の運行曜日の設定に関しては、病院との調整も大事であると考えるが、人それぞれの行動パターン、バス

事業者の 1 週間の運行の平準化や運転手、車両の遣り繰りを加味して現在の案とさせていただいている。 

15 東地区 志賀地区は高齢者が多いため、高齢者が利用しやすい状況をお願いし

たいが、既存から便数を増やす程度の小手先の案になっており、利便性

が高まるとは言えないのではないか。 

高齢者への配慮としては、現在の利用者を大切にし、大きな変更により分からなくならないように再編案を提案させ

ていただいている。 

16 東地区 平賀線の停留所がどこに設定されているか知りたい。 平賀線の停留所については、志賀地区では、五十貫、海老在家、東小学校入口、新子田、シルバーランドみついとな

っている。 
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17 東地区 平賀線、志賀線ともに停留所が尐なく高齢者がバス停まで行くのが大

変である。バス停を増やしてほしい。岐阜県などでは、フリー乗降をで

きるようにしたら利用者が増えたというところもあったという。もう尐

し高齢者が利用しやすいようにして欲しい。 

 バス停に関しては、今後、バス事業者と改善できる個所については協議していきたい。 

フリー乗降についても今回検討したが、バス事業者から安全性の面で難しいと回答いただいているのでご理解いただ

きたい。 

18 東地区 朝夕の通勤・通学バスは、一般客も利用できるのか。その場合も料金

は 200 円でよいのか。 

 従来も朝夕の便についても乗車可能であり、引き続きご利用可能である。 

19 東地区 佐久病院を利用しているが、現状では、バスの待ち時間が長かったり、

乗り継ぎが悪い状況である。代わりにＪＲを使っても時間がかかってし

まう。岩村田から佐久病院方面へ直で行ける便があればいいと思うが、

改善はされるのか。 

 それぞれの人がそれぞれの利用目的で公共交通を利用する。できるだけご要望にお応えできるような計画案としてい

るが、全ての要望に対応することは難しい状況である。今後も継続的に見直しをしていくため、その際いただくご要望

等については、できるだけ対応していきたいと考えている。 

 

【中込地区（2/16）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

20 
中込地区  数値目標で 3％の利用者増加としているが、人口減尐の傾向の中で見

込みが甘いのではないか。現状維持が精いっぱいではないかと思う。全

ての路線とは言わないが、半分以上は乗って、現状を見た上で考える必

要がある。目標設定の根拠は何か。 

 

人口が減尐していく中で、現状を維持していくことも難しいのは認識しているが、今回再編することによって尐しで

も利便性を高めて利用者増を図っていきたいということから目標を設定した。また、現在の免許保有者の高齢化が進み、

公共交通利用者としての自然増加も一方ではあることなども考慮し設定している。 

職員の公共交通利用については、ノーマイカーデーなどを実施しており、今後とも公共交通利用の意識を高めていき

たい。 

21 中込地区 時刻表を作成する際、バスの時刻表だけでなく、長野新幹線、JR 小

海線、高速バスなども入れた方が使いやすいと思う。 

時刻表は、市民にとって使いやすいものを作成し、配布したいと考えている。現在の千曲バスの時刻表にも高速バス

なども乗っているため、参考にさせていただきながら、小海線なども含めて作成を検討したい。 

22 中込地区 佐久 IC に高速バスの無料駐車場があるので、できる限り路線バスも

乗り入れていただくとよいと思う。 

経路等の検討も含め、今後できるところから検討していきたい。 

23 中込地区 巡回バスの更新時期が来ていると思うが、できるだけ車両が目立つよ

うにラッピングしたらよいと思う。一つの例として、園児の絵をラッピ

ングすれば、孫の絵を見ようと高齢者が乗るのではないかと思う。また、

東北の市町村では、バス車内に市の広報誌を置いているところもあるの

で、参考にするとよいと思う。 

ご意見として承り、今後できるところから検討していきたい。 

 

【検討結果等】 

 Ｎｏ．55 のご意見と合わせて検討した結果、計画書 99ｐに以下の表記を追加する。 

5.5.8 有効なバス車両ラッピングの検討 

 現在、市が委託運行している市内巡回バスのうち、一部の車両は、市の花であるコスモスをあしらった比較的シン

プルなデザインとなっている。 

 このような車両に、親しみの持てるようなラッピングを施したり、企業広告の掲載により運行経費の補填に当てる

など有効なバス車両ラッピングの検討を行う。 

24 中込地区 市内巡回バスと高速バス、新幹線、JR 小海線などとの接続に考慮し

て欲しい。 

出来る限り相互の接続に配慮していきたいと考えている。 

25 中込地区 合同庁舎線は利用者が尐なく、路線を確保する必要性は低いと思う。

補助金が出ているはずであり、県の職員のために我々が税金を払うゆと

りはない。佐久上田線を回すなどすればよいと思う。 

合同庁舎線は市などからの補助は全く入っていない千曲バスの自主運行路線となっている。将来的には佐久上田線を

回すということも考えられるとは思うが、ご意見については千曲バスに伝えていきたい。 

26 中込地区 福島では老舗のバス会社３社がつぶれたという例もある。道路運送法

の改正による貸切バスの自由化、安価な乗合のツアーバスの登場などバ

ス会社には厳しい状況である。公共交通の利用者が減尐し、もし、千曲

千曲バスの運行路線のうち、佐久上田線、中仙道線は国の補助が入っており、今後も基幹軸として継続されるものと

認識している。その他の望月小諸線、山手線、合同庁舎線は全くの自主路線で、市のお金は入っていない。望月小諸線

と山手線は以前は国の補助対象であったが、乗車密度の関係で対象外となった。今後、望月小諸線は、関係する小諸市
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バスが運行できなくなるなどした場合、佐久市の公共交通は崩壊するこ

とになる。行政としても廃止するところは廃止、強化する路線は強化す

るなど支援の集中が必要であると思う。 

と対応を協議し、山手線は市の補助を入れて確保していきたいと考えている。 

廃止代替バスや巡回バスは、経費と収入の差額分を市が負担しており、実質、市の路線と言っても過言ではなく、今

回の再編の中でも出来る限り継続していきたいと考えている。アンケート等の結果により、利用者の行動パターンに合

わせる再編案としている。 

千曲バスには出来る限り頑張っていただきたいと思いながらも、必要な場合には市もお金を入れていくことを考えて

いる。 

27 中込地区 巡回バスでリフトバスがあると思うが、現在どの程度使用されている

のか。 

現在は、モデルチェンジしており使用していない。 

28 中込地区 利用者を増やす具体的な方法が記載されていないと思う。 利用者の行動に合わせた運行便数の確保、免許返納者に対するソフト的支援などで利用促進を考えている。また、廃

止代替バスなどでも、曜日運行にはなるが、利用者の多い時間帯に運行するなどの計画としている。 

29 中込地区 巡回バスの車内が汚れていたり、乗車員証明が明示されていない。 ご指摘の件を千曲バスなどにお伝えしていく。 

 ⇒千曲バス、東信観光バスへ伝達済み 

30 中込地区 現在のバス停間隔は広く、もう尐し細かく設置して欲しい。 全ての要望に応えることは難しいと思うが、できるだけ応えていきたいと考えている。具体的なご要望をいただけれ

ば、検討していきたい。 

31 中込地区 市内巡回バスの値上げは考えられない。値上げで収益が上がるのでは

なく、利用者を増やしてこそ収益が上がるのではないか。 

 運賃については、協議会などでも議論を行った結果である。市内巡回バス利用者には負担増となるが、従来、廃止代

替バスはかなり高い利用者負担であったため、全体を見渡し、佐久市全体の公共交通網として考え、運賃の見直しを行

ったので、ご理解いただきたい。 

 また、アンケートの結果では、「現在の市の負担額は妥当」や「現在の負担よりも尐なく」といった回答も多くみられ、

この結果を受けて財政負担も考慮して 200 円と設定している。 

32 中込地区 デマンドタクシーの詳細と、どのような車両を考えているのか伺いた

い。 

デマンドタクシーは、通常のタクシー車両もしくはジャンボタクシー車両を想定している。事前に予約をしていただ

き、乗車場所に迎えに行く。予約が重なれば、乗合で乗っていただく方式である。 

33 中込地区 公共交通利用の需要がどこにあると捉えているのか。 市民アンケート、利用者アンケートなどにより、利用者の行動パターンが把握できた。その結果、朝の通院、10 時台

の買い物、12 時台の帰宅、14 時台の買い物、17 時台の帰宅といった需要を捉えることができ、その行動パターンに合

わせた再編案としている。 

34 中込地区 観光客のバス利用については、過去に調査したことがあるのか。 過去に一定期間、観光ルートをバスを走らせた経緯があるが、利用者が尐なかったとの結果が出ている。 

35 中込地区 市が開催するイベントの広告などで会場案内を記載する場合、バス停

なども記載して欲しい。 

ご意見として承り、今後、イベントの周知の際に工夫させていただきたいと思う。 

 

36 中込地区 商工会のホームページにパークアンドライドの記載があるが、本当に

実施することを考えているのか。本当であるとすれば、企業の意向など

もお聞きした方がよいと思う。 

軽井沢町ではそういった取り組みがあると聞いているが、佐久市の状況に適応するか懸念はある。パークアンドライ

ドではないが、市の職員もノーマイカーデーに取り組んでおり、公共交通利用にご協力いただける企業があるとすれば、

市もお願いしていきたいと考えている。佐久市は自動車の利用が生活の中で大きく占め、こういった取り組みはなかな

か難しい面があると思うが、何らかのアクションが今後必要になっていくと考えている。 

37 中込地区 バリアフリー車両の検討を行って欲しい。 バリアフリー車両については、今後、ご要望により、できるものは検討していきたい。 

 

【検討結果】 

 計画書 100ｐに以下の表記を追加する。 

 5.5.9 高齢者等の利用に配慮したバリアフリー車両の導入検討 

  バスを利用する高齢者からは、乗降の際の段差が大変であるという意見も寄せられていた。 

  このため、バス車両の更新時期に合わせ、高齢者等の乗降に配慮したノンステップ・ワンステップバスなどの低床

型車両の導入を検討する。 
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【野沢地区（2/17）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

38 

 

野沢地区 アンケート結果を見たが、バス利用者の意見などから、現状の悪い点

がどこにあるのかがよく分からなかったので教えてほしい。 

バス利用者ヒアリングは、特定日に各路線全便を対象に調査を行い、利用者にご意見をお聞きした。利用者の意見と

して、84％の利用者は満足とお答えいただいたが、16％の方は不満との回答であった。不満な内容の主なものとしては、

最も多かったのは運行本数で次いでダイヤとなっている。 

39 野沢地区 大沢線は現状 6 便走っているが、今後火・木曜 3 便というのはどのよ

うなことか。現状からどのように変わるのか。 

朝夕は、通学・通勤のため毎日 5 便を運行し、火・木曜は日中も 10 時代に通院・買い物に向かう便、12 時台に帰宅

する便、15 時台に通院・買い物に向かう便の 3 便運行するというものである。 

40 野沢地区 地域の了解が得られなかった場合でも、10 月からの運行は行っていく

のか。 

地区懇談会、パブリックコメントの結果を踏まえ再検討して最終案を策定し、10 月からの運行を開始したいと考えて

いる。運行後も住民の皆さんからご意見等をいただき、定期的な見直しを行っていきたいと考えている。 

 

41 野沢地区  地域でデマンドタクシーなどの要望がある場合、運行方式の検討はし

ていただけるのか。 

本計画に基づく運行開始以降、要望等について検討し、財政負担なども考慮しつつ見直しを行っていくものとしてい

る。 

42 野沢地区  10 月からの運行で苦情が多かった場合や利用度が減った場合はどの

ようになるのか。 

運行開始後の利用状況を把握する中で、継続的に見直しを行っていきたいと考えている。 

43 野沢地区 利用者は何らかの形で利用しているため 84％の満足度になっている

と考えられるが、一方で、利用したくても利用できない人など現在利用

していない人の意見が全く反映されていないのではないか。 

バス利用者アンケートの他に市民アンケートも実施しており、その中で、利用していない方の意見についても把握し

た上で今回の再編案としている。 

44 野沢地区 火・木曜３便などにおける１便の考え方は、片道なのか往復なのか。

片道とすれば、火・木曜の日中片道 3 便だけで、買い物利用をまかなえ

るのか。 

１便の考え方は、片道である。この考え方は、通院、買い物などの時間帯に応じ利用者の行動する方向に合わせたも

のであり、これを往復にしても、行動の逆方向の便はほとんど利用が見込めないことや、当然その運行についても経費

が発生することから、片道運行としている。 

現在の利用状況を見てもほとんど空バスであり、事業仕分けや行政改革の考え方では、税金で運行補助している以上

は無駄な部分は省かなくてはいけないという面もあるのでご理解いただきたい。 

45 野沢地区 最終案の決定はどこで行うものなのか。 地区懇談会、パブリックコメントの結果を踏まえ、協議会において最終的に決定する。その後も、定期的な見直しを

行っていくものとしている。 

46 野沢地区 山手線を見ても、近年、中高生の利用も減尐しており、日中はほとん

ど利用者がいない状況で、この案には納得するところである。ここ 2、3

年は中学生、高校生の利用が非常に減っている。特に中学生の数は自分

達の時代から半分以下になっており、実際乗車している数は本当に尐な

い。高校生はほとんどいない。日中はほとんど利用者 0 の状態で、山手

線を利用して買い物や病院に行っている人はほとんどいない。このよう

な状況の中で、税金を投入して概ね 8,000 万円の市の負担で考えていく

中で、これだけの手立てをしていただけるのは交通弱者にとってありが

たいことだと思う。この計画でとりあえず運行していただき、状況を見

てデマンドあるいは運休など見直していくことが望ましいと思う。 

ご意見として承り、市としても実態を見ながら、見直すところは見直していきたいと考えている。 

47 野沢地区 デマンドタクシーとはどのようなものか。時間はだいたい決まってい

るのか。 

車両は、タクシーもしくはジャンボタクシーの車両で、乗りたい路線、乗りたい場所、乗りたい時間を事前に予約を

していただき、乗合で運行する方式である。出発時間は決まっており、いただいた予約時間に乗る場所に迎えに行く。

予約がない時は運行しない。また、予約が重ならなければ、目的地までぐるっと巡回することはない。今回、新たに、

市街地部以外で安全な部分では路線上でのフリー乗降の導入を検討している。 
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48 野沢地区 デマンドタクシーは地区から路線バスや市内巡回バスに乗り継ぐ場

所までの運行で、それらのバスとの接続については配慮してもらえるの

か。 

市内のデマンドタクシーは一定の区間を決めて運行し、あるポイントで他のバス路線などに接続する方式である。 

49 野沢地区 大沢地区にかかっているお金の範囲の中でよりよい方法があれば、そ

ちらの方法の方がいいと考えている。場合によっては高齢者への対応策

が必要になってくるかもしれない。その辺も含めて、今後、地域との協

議で決めていくようなこともお願いしたいと思う。 

ご意見として承らせていただきたい。 

 

【望月地区（2/20）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

50 望月地区 このような交通計画は全国で多数事例があるが、成功事例は 1 つもな

い。佐久市も数年たてば、この当初の計画が達成されず、廃止路線の続

出や運賃値上げが必ず生じる。計画では恒久的な体系を考えるとうたっ

ているが、全然そうなっているとは思えない。交通体系は都市計画の 1

つであり、道路の整備状況や予定、人口推計などを踏まえて考えるもの

である。計画書の内容を見たが、誤字脱字、表の計算間違えがあるので

精査してほしい。以上、意見として申し上げる。 

ご意見として承らせていただきたい。 

計画書の誤字脱字等については、今後精査させていただきたい。 

51 望月地区  運賃を 200 円に設定した根拠は何か。一律ではなく、利用が多い市街

地は 100 円にし、その他を 200 円にすればよいと思う。アンケートでも

運賃を安くしてほしいという意見が多く見られている。 

佐久上田線、中仙道線、合同庁舎線は千曲バスの自主路線で現行運賃としている。千曲バスの自主路線のうち、廃止

申し入れがある望月小諸線は、10 月以降の運行について小諸市と協議をする。また山手線は、10 月以降は市の補助路

線とすることを考えている。廃止代替バス等は既に市が補助を入れて運行しているもので、市の補助路線の運賃をどう

するか検討してきたところであり、市のお金が入っていても運賃の高い・安いの差があるという市民からのご意見をい

ただいてきていたため、いくらに設定するか議論の結果、収支割合を現状程度は見込みたいという目標を設定する中で、

運賃は一律 200 円にすることとしたものである。 

アンケートでは、市の財政負担について、妥当が 36％、今より尐なくが 18％、増やすべきが 7.8％といった結果であ

り、市の負担は現在の水準が精一杯という状況の中で、運賃の不均衡を是正するために、巡回バスの利用者にとっては

100 円から 200 円の値上げをご負担いただくことになるが、持続的な公共交通のために 200 円を設定させていただいて

いる。 

52 望月地区  計画で路線を検討するとしているが、従来と同じものがほとんどで、

経路やバス停の見直しが全く明らかになっていない。 

今回の計画をまったくの白紙の段階から作り上げる考えもあったが、交通事業者との協議の結果や、実際に利用して

いる高齢者にとって大胆に現状を変えることは難しいことなどから、現状をベースにした再編としている。路線の経路

やバス停の位置について、ご意見をいただければ、具体的な運行計画を立てる際に検討させていただきたいと考えてい

る。 

53 望月地区  望月から岩村田にバスで行っている高齢者が 1、2 人はおり、今回の

計画で乗り継ぎが生じると非常に大変になってしまうと思う。また、病

院の診療日との関係があり、曜日運行の設定も難しいのではないか。ま

た、長野に行くのに行きづらい。 

乗り継ぎはできるだけ尐なくしたいと考えており、バス事業者と協議したいと考えている。運行曜日の設定は、本来

すべての要望に応えられればよいが、公共交通という性格もあることから、利用状況を見る中で設定させていただいて

いる。今後も利用状況を踏まえて定期的に見直しをしていきたいと考えている。 

 

54 望月地区 都市計画の中で東西幹線が中石堂まできており、今後、春日の町中で

の計画があるようだが、そこより早く東の山を切り開いていただきた

い。美笹を抜けて臼田まで行く県道百沢臼田線は不便であり、東立科か

ら美笹の道路や美笹から蓼科への道路整備より、県道百沢臼田線の方が

ご意見として承り、道路関係については担当課にお伝えする。 

 ⇒道路建設課、土木課へ伝達済み 
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もっと重要ではないか。どこに住んでいても、だれもが平等のサービス

を受けられる権利があるのだから、財政うんぬんの話の前に、他を削っ

てでもここに投資するなどの検討がもっと必要ではないか。こんな形式

的なものだけでなく、タクシーや自家用車の相乗りなどもあるのではな

いか。資料にはアンケートや収支内容の結果も載せられておらず、今回

参加している住民もどれだけ理解できるか疑問がある。単に説明しただ

けにならないようにしてほしい。 

55 望月地区 市のバスも車体に企業広告を載せたり、社会福祉協議会などの団体か

ら案内板整備にいくらか支出してもらったりすることも収支の改善策

の一つだと思う。また、通院・買い物目的のバスには、商業施設は公共

交通のおかげで売り上げが上がる面もあるため、行き先の商業施設から

も経費を負担してもらうなどすればどうか。市民協働の動きもある中

で、ＮＰＯなどに買い物を協力してもらうなどの提起も必要ではない

か。 

広告の掲載については、できるところから検討させていただければと考えている。 

買い物対策は、この 4 月から市民活動サポートセンターも設置されることから、参加するＮＰＯなどに協力を呼びか

けていきたいと考えている。 

 

【検討結果等】 

 Ｎｏ．23 のご意見と合わせて検討した結果、計画書 99ｐに以下の表記を追加する。 

5.5.8 有効なバス車両ラッピングの検討 

 現在、市が委託運行している市内巡回バスのうち、一部の車両は、市の花であるコスモスをあしらった比較的シン

プルなデザインとなっている。 

 このような車両に、親しみの持てるようなラッピングを施したり、企業広告の掲載により運行経費の補填に当てるな

ど有効なバス車両ラッピングの検討を行う。 

56 望月地区 望月から佐久病院まで行くのに、山手線利用で 2 回乗り継ぎが必要と

なる案だが、高齢者にとっては乗り継ぎは大変であるし、乗り換えごと

に運賃が発生するのは公平性に欠けると思う。運賃は 200 円に統一して

いただくよう検討をお願いしたい。 

何らかの対応は必要と考えており、利用実態を見ながら検討していきたいと考えている。 

 

【検討結果等】 

 バス事業者と調整し、山手線の計画を以下の概要のとおりとし、計画書の該当頁に所要の変更を行う。 

 ・基本的な運行区間は、原案どおり八幡～（野沢バスセンター経由）～中込駅間とする。 

・現在、朝の 1 便については望月から臼田方面へ運行しており、本計画に基づく運行もこの便は平日毎朝確保するた

め、山手線の運行区間を望月バスターミナル～野沢バスセンターで運賃 200 円、野沢バスセンター～臼田は佐久上

田線の運行区間で運賃は佐久上田線の運賃として運行することとする。 

 ・臼田から望月の帰りの便は、現在、日中に 1 便運行しており、本計画に基づく運行では火・木曜日の曜日運行とし、

現在、相浜止まりの運行を望月バスターミナルまでの運行とする。なお、臼田～野沢バスセンターは佐久上田線、

野沢バスセンター～望月バスターミナルを山手線とし、運賃は上記と同じとする。 

57 望月地区 先ほどから検討すると回答しているが、この計画を変更するという解

釈でよいか。 

バス事業者やタクシー事業者など関係する機関との協議が必要であり、ご要望全てにお応えすることは難しいことは

ご理解いただきたい。 

58 望月地区 デマンドタクシーは増便になるとのことだが、同じ日に増便するので

はなく、運行曜日そのものを増やしていただくことはできないか。 

便数については、アンケートから把握された公共交通を利用する行動の時間帯に設定して 5 便としている。曜日につ

いては、現在の曜日であればタクシー事業者にも対応していただけるであろう案としており、タクシー事業者とも調整

する中で検討していきたいと考えている。 

【検討結果等】 

 望月地区のデマンドタクシーを運行しているタクシー事業者としては、運行曜日の増加は対応可能とのことである。 

 しかし、今回の再編案では、市民アンケートや利用実態調査から把握された利用者の行動パターンに対応する日 5 便

をまず確保することとし、運行開始以降の利用状況等を調査・把握する中で、必要に応じて運行曜日の増加については

検討することとする。 
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【浅科地区（2/21）】 

Ｎｏ． 地区名 発言内容 回答（対応）内容 

59 浅科地区 行政負担額が 8,500 万円とのことだが、バス事業者の赤字の補てんと

いうことか。バス事業者だけでは赤字ということか。高齢になった時に

公共交通に頼るようになると思うので、財政負担が厳しい状況ではある

が、市民の足の確保を何とかお願いしたい。 

スクールバスはこれとは別に負担している。バス事業者の運行経費から運賃収入を引いた赤字分を市が負担している

ものである。バス事業者の自主路線も中にはあるが、その路線についても経営が厳しいと伺っている。財政的な制約も

あるが、ご意見として承り、できるだけ応えられるようにしてまいりたい。 

60 浅科地区  佐久上田線、中仙道線、合同庁舎線の利用が尐ないのは、運賃が高い

からではないか。中には運賃の改正をする路線もあるが、説明のあった

市からの補助路線の意味が分からないので教えてほしい。 

バス事業者の自主路線は 5 路線あり、佐久上田線、中仙道線は国が基幹軸として見て補助を入れている。望月小諸線

と山手線もかつては国の補助路線であったが利用状況の尐なさから対象外となり、今回、廃止申し入れがされている。

これを受け、望月小諸線は小諸市と 10 月以降の運行について協議していきたいと考えている。山手線については、新た

に市が補助を出して運行を確保していくものである。現在、バス事業者の自主路線となっている路線で国の補助が入っ

ているもの、それから合同庁舎線については、できる限りバス事業者に継続していただき、運賃も現行のままとしてい

るものである。廃止代替バス等は、バス事業者の自主路線が廃止され、すでに市が補助を入れて運行を維持しているも

ので、こうした市の補助が入っている路線については、曜日運行で運賃 200 円に設定するものである。バス事業者の自

主路線について運賃が高いかどうかの点については、バス事業者にご意見としてお伝えする。 

 ⇒千曲バスへ伝達済み 

61 浅科地区  市内巡回バスの浅科線と中佐都線が月水金曜日、山手線が火木曜日の

運行だと接続ができないのではないか。 

浅科線と中佐都線は主に佐久平方面へ向かう路線、山手線は臼田方面に向かう路線で方向が異なっていること、現在

の利用状況、それからバス事業者との車両やドライバーの確保といった調整を踏まえ、設定しているものであるためご

理解いただきたい。 

62 浅科地区  デマンドタクシーは、以前バスが運行していたものをタクシーで運行

するということか。詳しく教えてほしい。 

デマンドタクシーは、乗る時間、乗る場所を予約していただき、路線上で乗り降りができるものである。今回の案で

は、日 5 便を想定している。タクシー車両を使うが、通常のタクシーのようにドアトゥドアではなく、あくまで路線上

での乗降となる。運賃は 1 運行 200 円で、経費と運賃の差額は市が補てんする。また、予約がない時は運行せず、予約

が重ならなければ、経路は短縮で運行する。 

63 浅科地区 高齢者・障害者外出支援サービスについて教えてほしい。外出支援は

地域のボランティアが行うものなのか。また、年間の利用件数はどれく

らいか。 

公共交通機関の利用が困難な市民税非課税世帯で、かつ高齢者または障がい者のみの世帯で、親族やご近所からの支

援が難しい方がサービスをご利用いただける。また、片道 1 回 500 円で、月 4 回までご利用ができ、通院に限りご利用

ができるものである。利用は登録制であり、担当課の保健士にご相談いただきたい。 

当サービスは、シルバー人材センターへ委託をし、車は市の車両を使って運行している。また、一般のタクシー事業

に影響が出ないよう、タクシー事業者とも調整をしたり、運輸支局に事業の申請をして行っているものである。年間の

利用件数は、平成 22 年度で高齢者外出支援が 866 回、障害者外出支援が 150 回である。浅科地区では、高齢者外出支

援については 69 回である。 

64 浅科地区 今後は巡回バスを使うようになると思うが、中原から浅間病院へはど

のように行ったらよいか。また料金はいくらか。 

浅間病院には中佐都線で行くことができ、浅科支所で乗っていただく形となる。ただし、直接行くものではなく、あ

くまで巡回バスとして広く市民の足を確保するため、地区をぐるっと回って行くことはご理解いただきたい。運賃は現

行は 100 円である。 

 



「佐久市生活交通ネットワーク計画（案）」パブリックコメント実施結果 

 

 

１ 意見募集の概要 

 （１）意見募集期間 平成２４年２月１４日（火）～２月２７日（月） 

  （２）案の公表方法 

   ①佐久市ホームページへの掲載 

   ②市役所市民ホール、企画課窓口、各支所総務課窓口、各出張所に閲覧用として設置 

 （３）意見募集方法 ※指定の様式なし 

   ①企画課へ持参 

   ②郵送 

   ③ファックス 

   ④Ｅメール 

  ⑤電子申請 

 

２ 意見募集の結果 

  （１）提出された意見    25件・2名 

  （２）意見の概要とそれに対する市の考え方 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｎｏ.４－２ 
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■佐久市生活交通ネットワーク計画（案）に係るパブリックコメントで 

お寄せいただいたご意見とそれに対する市の考え方 

 

Ｎｏ． 意見要旨 市の考え方 

1 このような地域交通体系の見直しは、公

共交通機関（特にバス）の乗降客の減尐、

バス路線の廃止に伴う地域公共交通の衰

退を防ぐ目的で全国の多くの市町村で実

施されている。しかし、見直しに基づいた

改革案を実施しても乗降客の減尐はとま

らず、市町村の負担ばかりが増加すること

になり、結果、路線の廃止や経路変更が続

出して、当初の計画とは全く別物となって

いるのが現状である。 

その理由として考えられるのは、地域の

公共交通は街づくり（都市計画や道路・街

路の整備等）の一部であるという視点を無

くして、実施したためではないかと考え

る。 

今回佐久市が示した計画案を一読する

と、上記した失敗した多くの自治体の計画

案と非常に類似しており、このままこの計

画を実施した場合には、先例の自治体同様

に当初計画は、全く無意味なものとなる可

能性があると考える。 

それでは、佐久市が今回の調査計画を全

く白紙にして、新たに街づくりの視点から

公共交通体系を作り直す検討ができるか

というと、これはとても困難なことである

と思う。本来、本計画事業について議会で

十分審議していればこのようなことには

ならなかったはずであり、議員が地域交通

に関する勉強を怠ったために、失敗が明ら

かなことに税金を使うことになった。こう

した議員を選んだ市民に多く責任がある。 

地域公共交通とは、ご意見のとおり、生活・

街づくりと一体であることが望ましく、都市規

模、地形などそれぞれの行政単位や地域により

異なるものと考えています。 

このうち、街づくりは「第一次佐久市総合計

画」や「佐久市都市計画マスタープラン」など、

中長期的なビジョンの中で、必要なもの、でき

るものから一歩一歩進めているのが現状です。 

一方、地域公共交通体系の計画は、街づくり

に比べ、比較的、短期的に変更が可能なもので

あります。 

地域公共交通の見直しは、国の政策もあり、

各地で計画作りが行われていますが、失敗例の

1 つの傾向としては、それまでの公共交通体系

を無視し、他の市町村で行っていてよさそうだ

からということで導入が行われたものがあると

認識しています。 

本計画の検討段階においては、そのような他

都市の方法も視野に入れ、全面的な公共交通体

系の変更も検討は行いましたが、基本方針や目

標に掲げるとおり、長年、運行や改善が繰り返

された現在の公共交通体系において、現在利用

している人を大切にしつつ、さらに、利用して

いただくためのサービス、改善を行っていくも

のとしております。 

また、本計画は、佐久市の地域公共交通体系

を構築するための新たなスタートであり、これ

らサービスを提供し、継続的に利用状況の監

視・把握を行い、さらなる改善に取り組んでま

いりたいと考えています。 
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2 計画に先立ち、調査した結果に間違いは

なかったと仮定し考えると、年尐人口（14

歳以下）の減尐、高齢者免許保有者数の増

加の二点のみで、公共交通機関の利用者

は、今より減尐するだろうという推測は容

易にできる。 

次にアンケート結果を見ると、公共交通

機関の利用者は、通学、通勤、通院、買い

物目的であることが分かる。 

これら目的を、行政事務担当部局で割り

当てると、それぞれ、教育委員会事務、労

働担当、医療・福祉担当、商工担当で、こ

のように利用目的で見ただけでも、行政担

当部局が多岐に渡る。 

このように、多岐の分野にわたるモノを

一つの経路、運行時間で縛ろうとすること

に気が付くことが必要である。 

ご意見のとおり、人口減尐、尐子高齢社会を

目の前にして、現在のままでは、利用者が減尐

することが予想されます。また、利用者が減尐

すれば、財政負担も増加することが予想されま

す。 

ご意見の中では、利用目的に応じて担当部局

が異なることが示されておりますが、本計画は、

庁内の担当課とも連携を図り、計画を練り上げ

ています。 

これは、利用目的ごとに公共交通体系を構築

すれば、個々に予算が必要となるものですが、

異なる利用目的にも対応したものであれば、財

政負担の軽減にも効果があるためでもありま

す。 

利用者の立場に立てば、通勤や通学などは直

通で駅や学校に向かった方が通勤通学時間は短

く、通院の方も病院へ直行する方が便利かもし

れませんが、それぞれの方が尐しずつ譲り合い

公共交通をご利用いただくことが、今後持続可

能な地域公共交通を構築する上で必要なことで

あると考えています。 

3 公共交通で第一に救済すべき交通弱者

は、子供達であろうと私は考える。子供は

地域ひいては国の宝だからである。まず、

子供たちの通学が安全にできる大型でし

っかりしたバスで公共交通体系を整えて

下さい。 

ご意見のとおり、子供たちの通学手段は不可

欠であり、本計画でも通学利用に必要な運行は

確保することとしています。また、車両の規模

については、従来どおり、実際に利用する児童

生徒の人数や、通行する道路の状況なども踏ま

えた上で、適正規模の車両を引き続き運行して

いきます。 

4 次に考えなければいけないのは通院で

ある。まず、医療機関に働きかけ、診療時

間を予約制にし、更に、医療機関では患者

の居住地より診療時間の枠を決めること

により、通院者はタクシーの相乗りや、地

域で通院する人の車両に同乗させてもら

うことが可能となる。更に、バスを運行す

る場合も、運行時間が特定でき、合理的な

乗降客の確保が可能となると考える。 

ご意見のとおり、通院する方の移動手段は確

保しなければいけないと考えています。 

いただいたご意見にある方法の実現に向けて

は、医療機関での対応やタクシー事業者との調

整などの課題があると考えられ、今後の、公共

交通利用状況を継続的に監視しつつ、必要に応

じ関連機関と協議や検討を行いたいと考えてい

ます。 

5 通勤での利用者については、本来的には

雇用した事業所が考えるべきことである

通勤者の動きは、市内外に及ぶものであり、

通勤利用者の雇用先を特定することは困難であ
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と思う。自治体の経済情勢がかんばしくな

い現状においては、事業者が労働者の通勤

問題に関心を持つべきだと思う。 

すなわち、事業者に肩代わりして公共交

通機関で労働者を運ぼうとするなら、当該

事業者に応分の負担をしていただかなけ

ればならないと考えるがいかがか。 

ることから、現実的に事業者に負担を求めるこ

とは難しいと考えます。 

事業者に対しましては、公共交通利用促進の

取組みとして、ノーマイカーデーへの参加の呼

びかけなどに取り組んでまいりたいと考えてい

ます。 

6 買い物利用者は、高齢者が多いので、本

来は買い物車両（買い物利用している高齢

者を地区ごとに把握し、車で送迎する）の

ようなシステムを作り、福祉担当部局が運

営すべきであると考える。 

例えば、特定の場所に集合し最寄りの大

型スーパー等に行き買い物をして、最後は

自宅前まで送り届けるというようにすべ

きである。 

ご意見いただいたシステムは、高齢者の買い

物利用目的として限定された事業となることか

ら、本計画が対象とする広く一般の方が利用す

る公共交通とは性質が異なるものと考えます。  

今後、地域からのご要望等があれば、買い物

弱者対策として検討が必要になると考えます。 

7 このような、考え方（1～6）を組み入

れて再度、本計画案を根底から検討しなお

していただきたいと思う。 

いただいたご意見に対する市の考え方は、以

上（1～6）のとおりです。 

8 車両は、スクールバス以外の路線では、

極力小型化を図り、場所によってはワンボ

ックスカーでも良いと考える。 

車両は、ほとんどすべての路線でバス事業者

の車両で運行しており、バス事業者の運行計画

により 1 車両が複数の路線を運行する場合もあ

るため、一概に小型化はできないものでありま

す。また、ワンボックスカーの場合、利用者が

乗り切れない（乗り残し）問題が生じる可能性

もあります。以上の点や実際の利用状況を踏ま

えつつ、バス事業者とも協議をしていきたいと

考えています。 

9 運転手の確保は、ママさん運転手を採用

し、短時間での勤務を認めることによっ

て、人件費の削減が可能となる。 

運転手の確保は、バス事業者でもかなりの努

力をしていただいているのが現状ですが、バス

事業者にご意見としてお伝えしていきます。 

10 地域活性化を考えているようなＮＰＯ

などに、買い物弱者への応援を依頼できな

いか考えてほしい。 

来年度設立する市民活動サポートセンターを

ご利用するＮＰＯなどに協力を要請していきた

いと考えています。 

11 現在実施しているデマンドタクシーに

ついて、廃止を含め再検討をしていただき

たい。 

その理由は、デマンドタクシーが福祉事

業であるのなら問題ないが、公共交通とし

現在運行しているデマンドタクシーは、バス

路線の廃止に伴い運行されており、予約制では

ありますが、決められた時間での運行、決めら

れた場所での乗降など、基本的な運行はバスと

同様です。 
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て実施した場合には著しい不公平が生じ

るものであること。すなわち、デマンドタ

クシー利用者に対しては、車両と言う名目

で税金の還付を行っているのと同様であ

ると私は考える。 

また、ご指摘の費用に対する不公平について

は、廃止代替バスや市内巡回バスについても運

行経費の赤字分を市が負担していることから、

運行の形態、車両が異なるのみで、状況として

はバスと同じです。 

12 停車施設の整備、管理としてバスのボデ

ィーや、建屋がある停留所、停留所の時刻

表や路線図などへの広告を認め、広告を募

集し、収益の改善に役立てることが必要で

あると思う。募集の集まらなかった車両や

建屋壁面は小中高校生の美術教育や社会

情操教育の一環としてペイントするよう

工夫すること。 

ご意見のとおり、広告収入への取り組みは、

協議会でも意見が出されており、実際の運行に

向けたソフト施策として、今後、導入に向けた

検討を行っていきたいと考えています。 

 

13 全戸配布を検討している路線図、時刻表

は市民から会費徴収を行っている社会福

祉協議会に作成・整備・配布させること。 

広く市民の公共交通利用の促進を図るため、

分かりやすい時刻表と路線図の作成及び全戸配

布を計画しておりますが、公共交通という性格

上、ある特定の団体に作成等を依頼することは

難しいと考えます。従いまして、市で作成・配

布をしてまいりたいと考えていますが、作成に

あたっては、関係機関等のご協力もいただきた

いと考えています。 

14 停留所施設及び停留所時刻表について

は、市民協働の立場に立ってＮＰＯに維持

管理を任せること。 

全国には、停留所の維持を地区住民によって

行い、公共交通維持に向けた意識を図るなどの

取り組みも行われているところもあるため、ご

意見として承り、今後、検討してまいりたいと

考えています。 

15 この計画案は利用状態調査、アンケート

を行うなどした上で、路線の経緯や運行形

態を超えて再編を提案しているので、よく

考えられていると思う。 

しかし、計画案でも指摘されている様

に、単にバス路線が問題なのではなく、高

齢化、過疎化、モータリゼーションによる

地域の変化が根本原因にあるので、まちづ

くり（地域づくり）を含めた全般的な検討

が必要なのではないかと思う。各路線や駅

の利用者が減った原因の調査は必ずしも

十分とは言えないと思う。 

従って、この計画に沿って変更するとし

現在の公共交通の問題は、ご意見のとおり近

年の社会問題でもある高齢化、過疎化、また自

家用自動車への依存などの社会変化が大きな原

因と考えられます。 

計画書でも記載しておりますが、自動車利用

から公共交通への転換は短期間では困難である

と考えており、本計画を契機に、市民一人一人

に公共交通に対する認識を高めていただき、持

続させていくことを目指していきたいと考えて

います。 

今回の計画は、現状に即し、比較的、短期的

な対応を視点においた地域公共交通見直しのス

タートで、計画期間は 3 年と定めておりますが、
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ても、3 年後の見直しまでには、企業立地

や観光を含めた総合的な検討が必要だと

思う。 

その際には北陸新幹線の延長に伴う変

化についても（時期的に十分なデータが得

られなかったとしても）折り込むべきだと

思う。 

佐久市は人口こそ多いものの、合併を繰

り返しているので都市とは言えず、地方自

治法の規定も満たさないのではないかと

思う。 

佐久平駅周辺は大型商業施設と幹線道

路沿いの大型店で、中心市街地活性化法が

問題にした郊外への展開に他ならないた

め中心地ではないと考える。人通りが無け

れば中心部とは言えないと思う。 

ヨーロッパでは首都と地方都市が上手

く分担されていると思うが全体的な状況

が解らなかった。広場、教会、市役所、城

壁によって構成される市街地とその郊外

という概念は当てはまらないのかもしれ

ない。車社会の米国の小都市がモデルにな

るかもしれないのではないかと考える。 

その後も継続的に運行の見直し・改善を行って

いくものであり、今後の都市状況や高速交通網

等の状況変化も当然考慮していきたいと考えて

います。 

16 鉄道を含む公共交通機関については都

市部以外では全国共通の問題で、他の地域

での取り組みや提案も参考にすべきだが、

「5.5.8 公共交通維持に向けたソフト的取

り組み」で僅かに触れているに過ぎない。 

各地の事例を研究して欲しいと思う。 

本計画の作成においては、他地域での取組み

の検討や協議会に各地で公共交通に取り組まれ

ている学識委員に参画いただき検討を行ってき

ましたが、ご意見を踏まえ、今後の継続的な取

り組みにおいて更なる情報収集や研究を行って

いきたいと考えています。 

17 バスの車両は車椅子対応ではないとい

うことだが、今後はスクーター型を含む電

動車椅子対応にする必要があると思う。 

車椅子２台と２４人または２０人乗車

できるもので、大半の便には対応できるの

ではないか。座席配置は柔軟に設計できる

ので、座席数を減らして電動車椅子対応と

することも可能だと思う。同じ車両にした

いということだったが、定員を超える路線

は増便を考えるべきではないか。 

車両については、「高齢者等の利用に配慮した

バリアフリー車両の導入の検討」として計画書

に加えさせていただきました。 

今後、利用ニーズやご要望により、必要に応

じてリフト式も視野に入れながら検討していき

たいと考えています。ただし、増便にはその分

の運行経費がかかりますので、できる限り、定

員オーバーによる増便は避けたいと考えていま

す。 



6 

 

18 障がい者施設に通う人のために巡回バ

スを出したり、介護保険ではカバーできな

い高齢者・障がい者の外出支援に車両を確

保している自治体もある。運転手の点で

は、観光バス会社との提携も可能かもしれ

ない。 

デマンド・タクシーに限らず、タクシー

利用者は高齢者、障がい者が増えると思わ

れるので、タクシー車両を車椅子対応とし

た場合の補助金制度を県全体で実施すべ

きではないかと思う。 

運転手にヘルパー資格を取らせている

会社もあるで、佐久市でも奨励してみては

どうか。 

ご意見として承らせていただきます。いただ

いたご意見の障がい者施設をはじめとして、医

療施設や商業施設なども含め各施設を巡回する

バスの運行は、多数の施設が点在していること

や、利用者の行動は人それぞれであることから、

公共交通機関としてのバスの巡回は非常に困難

であると考えています。本市では、特定の利用

目的に応じたサービス提供の一つとして、公共

交通機関の利用が困難で、市民税非課税世帯で

あるなどの一定の利用要件に該当する方の通院

については、「高齢者・障害者外出支援サービス」

を実施しておりますので、ご利用いただければ

と考えています。 

19 15～18 までの意見を踏まえた上で、オ

ン・デマンドを再検討すべきではないかと

思う。 

いただいたご意見に対する市の考え方は、以

上（15～18）のとおりです。 

オン･デマンドについては、全市的には需要に

対する供給側の対応が難しく、また、タクシー

業界の民業圧迫となりうることが予想されます

が、バス路線の利用状況やご要望により、必要

に応じてタクシー事業者と調整しつつデマンド

タクシーの検討が必要であると考えています。 

20 小海線のホームは多尐の工夫でバリア

フリーにすることが可能だと思うので検

討してほしい。中込駅で、駅員の介助があ

れば跨線橋を使わずに済むはずである。 

しなの鉄道については抜本的な対策を

考える必要があると思う。 

ご意見として承らせていただきます。 

21 市関係の各施設、図書館、県合同庁舎等

の間では書類等の輸送を行っているはず

なので、これを定期便として乗客を乗せる

ことを可能にすれば利用したい人もいる

のではないかと思う。 

現在、市が行っている各施設間の書類の輸送

は、職員が職務の間に輸送しており、定時での

輸送ではありません。また、有償運送の場合は

運転手及び、運行主体（市）が乗合免許を取得

する必要があり、無償運送の場合は、万が一事

故などがあった場合の責任の所在、保障問題な

どがあります。 

以上のことから、一定の需要が発生した場合

でも、対応は困難であると考えています。 

22 バスや鉄道に対しては独立採算を求め

る一方で道路は無料である。 

ご意見として承らせていただきます。 
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公共施設の駐車場を作らない、もしくは

有料として自家用車の利用を抑制すべき

ではないか。 

このため、尐なくとも、駐車場を有料と

した場合に得られるはずの料金を算定し、

それが実質的な補助金であることを明ら

かにすべきである。そうすれば「公共交通

にばかり補助金を出している」という批判

は不当であることが解ると思う。 

23 徒歩や自転車、車椅子（電動を含む）で

の移動ができなければ社会参加が極めて

限られたものになり、公共輸送機関も使え

ない。 

ところが佐久市内には、歩行者や自転車

にとって、どの様に通行すれば交通法規を

守ることになるかが不明確、交通法規を守

りたくても守ることが難しい・不可能、交

通法規を守ると危険、安全が考慮されてい

ない、通行を排除する道路構造や規制が行

われている場所が多数存在する。 

法律は守られていない。車両制限令（道

路法に付属する政令）では狭い道には大き

な車は入れない、歩行者・自転車の近くを

通行する場合には徐行するか安全な間隔

を空ける必要がある、横断歩行者がいる場

合には停止しなければならない。 

本来は障がい者や高齢者等の交通弱者

にはより一層配慮しなければならないの

に、排除することしか考えられていない箇

所がある。その典型例が歩道橋と横断地下

道である。 

更に、自転車に一方的な義務を課すだけ

の交通法規が存在するが、その妥当性につ

いての説明責任は果たされていない。 

警察は、横断事故が多いことを認識して

おきながら安全に横断できる様に横断歩

道を設けたり信号機を設置することを拒

否する。 

２０歳以上６０歳未満では大半の人が

ご意見として承らせていただきます。 
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運転免許を持っているとのことだが、交通

法規を守ろうとしていない実態は全く改

善していない。 

例えば、中部横断道の資料では定常的に

６０キロ以上で走行している区間が多い

ことが示されている。更に、国道１４１号

線には制限速度が６０キロ未満の区間も

あるから、スピード違反は更に多くの区間

で発生していることになる。歩道の違法通

行（「駐停車」を含む）も頻繁に行われて

いる。 

歩行者と自転車に関わる法規を知らな

い、守らない人が多過ぎるため、特に警察

官、市長、道路管理関係職員、運送業者、

運送事業者、車関係事業所職員、各区長な

どの人たちには法規で定められている以

外に独自の研修を行うべきだと思う。 

24 佐久総合病院への信頼が余りにも厚い

ためにどの様な病状でも頼っていて、新病

院の説明会が繰り返されているにも拘ら

ず医療機関の分担の考え方がなかなか浸

透していないと思う。 

アンケートにあった様に地域の病院や

診療所に通いやすくする、往診を支援する

ことが必要であると考える。 

ご意見として承らせていただきます。 

25 買い物については、地域の中心部に行く

人が多く安心した。松本のように個人商店

がショッピングセンターへ入ってしまえ

ば地域の衰退が進むだけである。大都市で

も全ての買い物を都心で行う訳ではなく

階層構造になっている。中部横断道の資料

では、「佐久市」と括ってしまうことで臼

田の大型衣料店等と佐久平を区別しない

情報操作が行われているがストロー現象

が進めば、車を利用できない人が益々買い

物に困ることになる。 

佐久地域では生協と農協の宅配が行わ

れている他、岩村田の商店街でも注文を受

けて買い物を代行して配達している。 

ご意見として承らせていただきます。 
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また、コープ神戸（旧・神戸灘生協）で

は、通常の宅配やネット・ショッピング以

外に、店舗で買い物した商品を配達するこ

とも行っている。（「さわやか便」） 

移動販売や時間限定の共同店舗を含め

て、過疎地域での生活を支援する方策を検

討する必要があると思う。 

 







地域公共交通調査事業の事業評価について 

 

 

１ 事業評価実施の根拠 

 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果について地

方運輸局の長に報告しなければならない。 

 

   「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」より 

 

２ 事業評価の目的 

 事業の実施状況の確認、目標達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がよ

り効果的、効率的に推進されることを目的とする。 

 

３ 評価項目 

 地域公共交通調査事業は、調査事業が適切に実施され、計画策定につながるものとなっ

ているか、調査結果を整理し評価する。適切に実施されなかった場合には、理由等を明ら

かにする。 

 さらに、生活交通ネットワーク計画等の計画策定に向けた方針も明らかにする。 

 

４ 事業評価及び二次評価の実施 

 協議会は、事業評価（自己評価）の実施後、評価等の結果を別添１に記載し、地方運輸

局に報告するとともに、協議会において公表するものとする。 

 地方運輸局等は、二次評価の実施後、二次評価の結果を含む事業評価の結果を総括表に

記載し、国土交通省総合政策局に提出するものとする。 

 

以上、「地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価実施細目」より 

 

５ 事業評価及び生活交通ネットワーク計画申請までのスケジュール 
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別添１

平成　　年　　月　　日

協議会・構成員 佐久市地域公共交通確保維持改善協議会

会　長　佐久市副市長　小池茂見

交通事業者・関係団体・公募市民・関係行政機関等

事務局　佐久市役所企画部企画課

事業名 調査事業の結果概要 生活交通ネットワーク計画等の計画策定に向けた方針

記載要領 【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【調査事業が適切に実施された
（されている）かを記載。適切に実
施されなかった（されていない）場
合には、理由等記載】

【生活交通ネットワーク計画等の計画策定に向けた方針（補
助申請を行う補助対象事業名、事業内容、実施時期等を記
載】

地域公共交通調査事業
（佐久市生活交通ネット
ワーク計画策定調査）

　既存統計及び資料の整理・分析に加え、以下の
調査を実施し、協議会における計画策定の基礎資
料とした。
　・市民アンケート（5,000世帯を対象）
　・高校7校（約700人）を対象としたアンケート
　・全路線全便の利用実態・利用者アンケート
　・鉄道駅利用者アンケート
　・医療、福祉などの関係機関アンケート（106団体）
　以上の調査により、協議会で作成した計画案によ
り、地区懇談会及びパブリックコメントを実施し、今
後の佐久市における地域公共交通体系のあり方を
示す「佐久市生活交通ネットワーク計画」を策定し
た。

A

　協議会の協議により、市民アン
ケートや関係機関アンケートの対
象数を当初の計画から増やし、で
きる限り利用実態や市民ニーズ
の把握に努めた。
　当初の計画どおり、地区懇談会
（2回）及びパブリックコメントを通
じて市民の意見聴取を実施する
とともに、広報誌や市ＨＰで調査
結果の情報提供にも努めた。

　調査事業の結果から、「地域公共交通を必要とする人の
移動実態に配慮した交通体系の構築」、「地域の要望や地
理的条件などの地域の実情に配慮した交通体系の構築」、
「公共交通利用への転換を推進」、「財政負担に配慮した持
続可能な体系の構築」を計画策定の方針に設定した。
　補助申請を行う補助対象事業名、事業内容、実施時期は
次のとおりである。
補助対象事業名：
　陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業
事業内容：
　通学通勤バス山手線、地域間連絡バス山手線、デマンド
タクシー田口・青沼線、デマンドタクシー切原・臼田線
実施時期：平成24年10月～

【各評価項目の評価基準】
事業実施の適切性
　　Ａ…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された（されている）。
　　B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった（一部実施されない見込み）。
　　C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった（実施されない見込み）。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（地域公共交通調査事業等）

調査事業実施の適切性


